
第３章 新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び取組 

第５節 保健（Ⅰ 準備期） 

74 

 

第５節  保健  

Ⅰ 準備期  

１   目的  

市は、国及び県が開催する感染症危機発生時 に備えた研修や訓練へ積極的に参

加し、感染症危機に対 する迅速かつ適切な危機管理を行うことができる人材の中長

期的な育成を行う。 

また、市は、平時から市内での感染症の発生状 況や、国及び県等からの感染症に

関する情報等の収集・ 分析 を行うとともに、収 集・分析 した情報を関係 者や市民と積

極的に共有し、感染症 の発生状況と対策に関する共有理解を形成することにより、

有事の際の迅速な情報 提供・共有と連携の基盤づくりを行う。 

 

２   所要の対応  

（１ ）  研修・訓練 等 を通じた人材育成  

ア 研修・訓練 等 への参加  

市は、県等が開催する研修・訓練に参加し、感 染症危機への対応能力 の向

上を図る。 

（２ ）  地域における情報提供 ・ 共有、リスクコミュニケーション  

ア 市は、国及び県から提供された情報や媒体を活用しながら、市ホームページ

等で、平時から、季節性 インフルエンザの地域別 発生状況、小児 感染症 の流

行状況（RS ウイルス感 染症、手足口病、咽頭 結膜熱等）、手洗 い等の感染

症対策の基本事項等の感染症に関する総合的な情報提供・ 共有 を行い、有

用な情報源として市民 等による認知度 ・信頼度 の一層の向上に努める。 

また、市民への情報提供・共有方 法や、市民 向けのコールセンター等の設置

を始めとした市民からの相談体制の整備方法、リスクコミュニケーションの在り

方等について、あらかじめ検討を行い、有事に速やかに感染症情報の市民へ

の情報提供・共有 体制 を構築できるようにする。（ 市ホームページ等を利用し

て、継続的に分かりやすい情報提供を行う。）  

イ 市は、感染症情報の共有に当たり、情報の受取 手である市民等と可能 な限

り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションを適切に行う

ことができるよう、市民等 が必要とする情報を把 握し、更なる情報提供・ 共有

にいかす方法等を整理 する。 

ウ 市は、感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家族、

所属機関、医療 従事者 等に対する偏見・差 別 等 は、許されるものではなく、法

的責任を伴い得ることや、患者が受診行動を控 える等感染症対 策 の妨げにも
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なること等について啓発する。 42 

エ 市は、県と連携し、高齢 者、こども、日本語能力 が十分でない外国人、視覚

や聴覚等が不自由な方 等の情報共有に当たって配慮が必要な者に対して

も、有事に適時適切に情報共有ができるよう、平時における感染症情 報 の共

有においても適切に配慮する。 

オ 市は、市民に対し、感染 症に関する講座の実施や教材の作成等による正し

い知識の普及や、感染 症に関する情報リテラシーを高めるための啓発を行う。

市に寄せられる市民の相談等は、感染症危機 の発生を探知する契機 となるこ

とも少なくないことから、市は、平時から市民からの相談に幅広く応じることを

通じて、情報の探知機 能を高める。 

  

 
4 2  特 措 法 第 13 条 第 ２ 項  
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Ⅱ 初動期  

１   目的  

初動期は市民が不安を感じ始める時期であり、初動期から迅速に準備 を進めるこ

とが重要である。市民に対し、新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある

感染症の国内での発生を想定したリスクコミュニケーションを開始することにより、感

染拡大のリスクを低減する。 

 

２   所要の対応  

（１ ）  有事体制への移行準備  

市は、県等からの応援 派遣要請等に対し、協 力体制を構築する。 

（２ ）  市民への情報発信 ・共 有 の開始  

ア 市は、県が相談センターを設置した際には、発生 国・地域からの帰国者 等や

有症状者等に対して、必 要に応じ相談センターへの相談等を促す。 

イ 市は、国が設置した情報 提供・共有 のためのホームページ等の市民への周

知、Q&A の公表、市民 向けのコールセンター等の設置等を通じて、市民に対

する速やかな情報提供 ・ 共有体制 を構築するとともに、双方向的にコミュニケ

ーションを行い、リスク情報とその見方や対策の意義を共有する。 
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Ⅲ 対応期  

１   目的  

新型インフルエンザ等の発生時に、県が定める計画や関係機関等との役割分担・

連携体制に基づき、求められる業務に必要な体制を確保してその役 割を果たすとと

もに、地域の関係機関 が連携して感染症危機 に対応することで、市民 の生命及び健

康を守る。 

その際、感染症の特徴 や病原体の性状（ 病原 性、感染性、薬剤 感受 性等）、感染

状況等を踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な対 応が可能となるようにする。 

 

２   所要の対応  

（１ ）  健康観察及び生活支援  

ア 市は、県が実施する健康観察に協力する。 

イ 市は、県から当該患者やその濃厚接触 者 に関する情報等の共有を受 けて、

県が実施する食事の提 供等の当該患者やその濃厚接触者が日常生 活 を営

むために必要なサービスの提供又はパルスオキシメーター等の物品の支給に

協力する。 

ウ 市は、県が新型インフルエンザ等患者等に対して日常生活を営むために必

要なサービスの提供等を実施するため感染症サーベイランスシステムにより把

握・管理している情報のうち、必要に応じて当該者に係る氏名、住所、年 代、

重症度、確定診 断日、連絡先 など、必要な個人情報の提供を受け、県の事

業に協力する。 

エ 市は、県が市民等の不 安を解消するとともに、感染症のまん延を防止するた

めの適切な行動を促すため、新型インフルエンザ等の発生状況、動向 及び原

因に関する状況に対する市民の理解の増進を図ることについて、県の取組に

協力する。 

  


